
 

 

 

 

・減光、消灯誘導灯の点灯 

自火報連動義務 

 
・開放型SPヘッド（規則14-1-8） 
・泡・水噴霧消火設備（規則16-3-3） 
※防災センター等で火災時に直ちに手動によ
り起動できる場合は連動としないことができる 

原則連動 ※ 

 
・エレベーター 
・電気錠の解錠 
・換気設備の停止 
 

任意（又は他法令）の連動 

・ガス系消火設備の起動 

・排煙設備の起動（自動式とした場合） 

誤報による作動の影響 

点灯するだけで影響少ない（復旧容易） 

誤作動の場合、人命危険あり 

起動するだけで影響少ない（復旧容易） 

起動した場合、水損等の被害甚大 

起動するだけで影響少ない（復旧容易） 

・消防機関に通報され出動すること → 消防機関として「影響小」として扱うのは容認できるか 
・その場合、非火災報対策を特別に課す必要はないか 

  現行法令上において、自動火災報知設備の感知器からの信号と他の消防用設備等の起動とを連動させるよう規
定されているものは多く見られる。 このような『連動』の機能には、「常時連動することが必要となるもの」、「防災セ

ンター等で直ちに起動できることで自動的な連動を解除し手動とすることができるもの」、「任意に連動させており事
業者の実情により連動と手動が使い分けられるもの」に分類される。 

自動火災報知設備と火災通報装置の連動の原則義務化に向けた検討 

多信号によるＡＮＤ回路で誤作動の可能性小 

影
響
大 

影
響
少 

影
響
少 

現行法令上の各消防用設備等の自動火災報知設備との連動について 
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複合用途の場合の火災通報装置の連動起動の問題点 

 
・福祉施設部分と自火報受信機位置が離れており、連動用配線が長くなる、かつ占有部以外の部分の工事が発生するため敬遠。 
・福祉施設部分以外の非火災報がグループホームとして通報されてしまうことへの懸念 
・連動不可能な受信機等の場合の負担増への懸念 
・下記「建物所有者の立場」から入居を拒否されることへの懸念 

福祉施設関係者の立場 

 
・福祉施設部分以外の非火災報が消防機関へ毎回通報されてしまうことへの懸念 
・連動のために受信機改修工事（退去の際の復旧工事）があり、工事区分が不明確 
・非火災報対策を講じなければならない範囲が広範囲になる 
・点検費用の負担増（自火報所有者区分） 

建物所有者の立場 

認知症高齢者グループホームが避難階にある場合や、他の用途部分で発生した火災の影響を受けない構造の場合
に、当該認知症高齢者部分だけで自動火災報知設備と火災通報装置の連動を考えることができないか。 

 
・非火災報の徹底が困難（テナント多数）→誤報の原因 
・通報内容(福祉施設）と出火箇所が異る場合があり、混乱を招く可能性あり 
・非火災報が続発した場合、連動を解除されてしまうことへの懸念 

消防機関の立場 

・複合施設の場合等で連動が困難なケースに対応した、除外規定は必要ないか 
・福祉施設側の自らの措置により「所有者の立場」を解決できるよう措置する必要はないか（入居拒否の回避） 
・総合操作盤等の防災要員がいる場合でも連動を求める必要はあるか 

  単一用途の場合と異なり、複合用途防火対象物の場合、テナントとして入居する（６）項ロ部分と自動火災報知設
備の所有区分が異なるため、連動起動の障害となる可能性が考えられる。 
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○メリット 
 連動工事不要 
○デメリット 
  手動起動となるため、職員常駐が必要（コスト増） 

 
○メリット 
 福祉施設部分の火災のみ連動起動できる 
 いたずらによる発信機押下では連動しない 
○デメリット 
  連動用専用感知器設置による負担増 
  自火報と連動していないため、通報タイミングが自火報と異

なる可能性あり 

○メリット 
 福祉施設部分の火災のみ連動起動できる 
○デメリット 
 工事が複雑化、機器側で対応できないケース多数 

 
○メリット 
 工事が比較的容易 
○デメリット 
 対象物のいずれの場所からの発報も連動起動される 
   →福祉施設以外の非火災報も通報される  

 

 

 

 

検討 複合用途の場合の連動起動方法 
複合用途へテナントとして入居するケース 

対象物受信機から 
代表移報信号による連動 対象物全体で連動（ケース１） 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

YES 

NO 

 

対象物受信機からGH部分の
警戒区域信号による連動 福祉施設部分のみで連動（ケース２） 

GH部分副受信機を設置
し、要員を確保 

YES 

警備員等が常駐する場合の例外（ケース４） 

GH部分に連動起動用の
専用感知器を設置 福祉施設部分のみで連動（ケース３） 

NO 

NO 

YES 

YES 

 

・他の用途の火災の影
響を受けない場合 
・対象物全体の火災信
号で連動することが困
難な場合 

・受信機から回
線別信号取得
不可能な場合 

・総合操作盤等が設置
される場合 
・受信機設置箇所に職
員が常駐している場合 

 

 

 
 

 



自動火災
報知設備
の感知器 

 

 

 

 

検討 複合用途の場合の連動起動方法（その１） 
対象物全体で連動（ケース１） 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GH部分のみで連動（ケース３） 

 

 

 

福祉施設 

 

火通 

自火報 

福祉施設 

火通 

自火報 

福祉施設 

火通 

自火報 

福祉施設 

火通 自火報 

防災センター 

警
戒
区
域
１ 

警
戒
区
域
２ 

警
戒
区
域
１ 

警
戒
区
域
２ 

警戒区域１，２
共に連動 

警戒区域２
のみ連動 

自火報と
は異なる
連動用
感知器に
よる信号
による連
動 

自火報とは連動せず 

火通 

自火報 

火災通報装置 

自動火災報知設備
の受信機 

凡例 

自動火災報知設備
の感知器 

自動火災報知設備
の感知器（連動） 

連動起動用専用の
感知器（連動） 

福祉施設
での火災 

自動
通報 

福祉施設
以外での 
火災 

自動
通報 

福祉施設
での火災 

自動
通報 

福祉施設
以外での 
火災 

起動
せず 

福祉施設
での火災 

自動
通報 

福祉施設
以外での 
火災 

起動
せず 

福祉施
設での
火災 

手動 
起動 

福祉施
設以外
での 
火災 

警備
員等
の 
判断に
よる 

福祉施設部分のみで連動（ケース２） 

警備員等が常駐する場合の例外（ケース４） 
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検討 複合用途の場合の連動起動方法（その２） 
対象物全体で連動（ケース１）  ※再掲 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GH部分のみで連動（ケース３） ※再掲 

 

 

 

福祉施設 

 

火通 

自火報 

福祉施設 

火通 

自火報 

警
戒
区
域
１ 

警
戒
区
域
２ 

警戒区域１，２
共に連動 

自火報と
は異なる
連動用
感知器に
よる信号
による連
動 

自火報とは連動せず 

福祉施設 

火通 

自火報 

警
戒
区
域
１ 

警
戒
区
域
２ 

自火報、連動用
感知器のＡＮＤ
起動 

○メリット 
 ・ＡＮＤ回路とすることにより誤作動の防止 
 （特に発信機のいたずら等には効果あり） 
 ・連動感知器のみでは起動しないため、自火報と通報のタイミ
ングの整合がとれる 

○デメリット 
 ＡＮＤ処理をする制御盤等の新たな設備が必要 

福祉施設
での火災 

両方が感
知した場
合のみ 
自動通報 

福祉施設
以外での 
火災 

起動せず 

福祉施設
での火災 

自動
通報 

福祉施設
以外での 
火災 

自動
通報 

福祉施設
での火災 

自動
通報 

福祉施設
以外での 
火災 

起動
せず 

ケース１＋ケース３の合併パターン（ケース５） 



 

 

 

 

検討 複合用途の場合の連動起動方法（その２） 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

６項ロ以外の部分 ６項ロ部分 

備考 自動火災報知設備 連動専用 自火報信号 
＋ 

連動感知器 感知器 発信機 感知器 発信機 感知器 

ケース１ 連動起動 連動起動 連動起動 連動起動 － － 

ケース２ 起動せず 起動せず 連動起動 連動起動 － － 

ケース３ 起動せず 起動せず 起動せず 起動せず 連動起動 － 

ケース４ 起動せず 起動せず 起動せず 起動せず － － 
警備員等に
よる手動起

動 

ケース５ 起動せず 起動せず 起動せず 起動せず 起動せず 連動起動 

備考 
湿気等によ
る誤作動 
可能性有 

いたずらによ
る作動の 
可能性有 

湿気等によ
る誤作動 
可能性有 

いたずらによ
る誤作動 
可能性有 

湿気等によ
る誤作動 
可能性有 
発信機のい
たずらでは
起動しない 

・発信機のい
たずらでは
起動しない。 
・２種類の感
知器が同時
に誤作動す
ることは可能
性として低い 

誤作動の発生確率 

コ
ス
ト 

３ 
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